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（
別

添
）

（
別

添
）

４
３

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

要
綱

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

実
施

要
綱

１
（

略
）

１
事

業
の

目
的

保
護

者
が

就
労

し
て

い
る

場
合

等
に

お
い

て
、

子
ど

も
が

病
気

の
際

に
自

宅
で

の
保

育
が

困
難

な
場

合
が

あ
る

。
こ

う
し

た
保

育
需

要
に

対
応

す
る

た
め

、
病

院
・

保
育

所
等

に
お

い
て

病
気

の
児

童
を

一
時

的
に

保
育

す
る

ほ
か

、
保

育
中

に
体

調
不

良
と

な
っ

た
児

童
へ

の
緊

急
対

応
等

を
行

う
こ

と
で

、
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

環
境

を
整

備
し

、
も

っ
て

児
童

の
福

祉
の

向
上

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

２
（

略
）

２
実

施
主

体
実

施
主

体
は

、
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
。

以
下

同
じ

）
又

は
市

町
村

が
適

切
。

３
（

略
）

と
認

め
た

者
と

す
る

。

３
事

業
類

型
本

事
業

の
対

象
と

な
る

事
業

類
型

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
（

１
）

病
児

対
応

型
児

童
が

病
気

の
「

回
復

期
に

至
ら

な
い

場
合

」
で

あ
り

、
か

つ
、

当
面

の
症

状
の

急
変

が
認

め
ら

れ
な

い
場

合
に

お
い

て
、

当
該

児
童

を
病

院
・

診
療

所
、

保
育

所
等

に
付

設
さ

れ
た

専
用

ス
ペ

ー
ス

で
一

時
的

に
保

育
す

る
事

業
。

（
２

）
病

後
児

対
応

型
児

童
が

病
気

の
「

回
復

期
」

で
あ

り
、

か
つ

、
集

団
保

育
が

困
難

な
期

間
に

お
い

て
、

当
該

児
童

を
病

院
・

診
療

所
、

保
育

所
等

に
付

設
さ

れ
た

専
用

ス
ペ

ー
ス

で
一

時
的

に
保

育
す

る
事

業
。

（
３

）
体

調
不

良
児

対
応

型
「

」
、

児
童

が
保

育
中

に
微

熱
を

出
す

な
ど

体
調

不
良

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

安
心

か
つ

安
全

な
体

制
を

確
保

す
る

こ
と

で
、

保
育

所
に

お
け

る
緊

急
的

な
対

応
を

図
る

事
業

及
び

保
育

所
に

通
所

す
る

児
童

に
対

し
て

保
健

的
な

対
応

等
を

図
る

事
業

４
（

略
）

４
対

象
児

童
本

事
業

の
対

象
と

な
る

児
童

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
（

１
）

病
児

対
応

型
当

面
症

状
の

急
変

は
認

め
ら

れ
な

い
が

、
病

気
の

回
復

期
に

至
っ

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
集

団
保

育
が

困
難

で
あ

り
、

か
つ

保
護

者
の

勤
務

等
の

都
合

に
よ

り
家

庭
で

保
育

を
行

う
こ

と
が

困
難

な
児

童
で

あ
っ

て
、

市
町

村
が

必
要

と
認

め
た

小
学

校
３

年
生

ま
で

の
児

童
（

以
下

「
病

児
」

と
い

う
）

。
（

２
）

病
後

児
対

応
型

病
気

の
回

復
期

で
あ

り
、

か
つ

、
集

団
保

育
が

困
難

で
、

か
つ

、
保

護
者

の
勤

務
等

の
都

合
に

よ
り

家
庭

で
保

育
を

行
う

こ
と

が
困

難
な

児
童

で
あ

っ
て

、
市

町
村

が
必

要
と

認
め

た
小

学
校

３
年

生
ま

で
の

児
童

（
以

下
「

病
後

児
」

と
い

う
）

。
（

３
）

体
調

不
良

児
対

応
型

事
業

実
施

保
育

所
に

通
所

し
て

お
り

、
保

育
中

に
微

熱
を

出
す

な
ど

体
調

不
良

と
な

っ
た

児
童

で
あ

っ
て

、
保

護
者

が
迎

え
に

来
る

ま
で

の
間

、
緊

急
的

な
対

応
を

必
要

と
す

る
児

童
（

以
下

「
体

調
不

良
児

」
と

い
う

）
。
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５
実

施
要

件
５

実
施

要
件

（
１

）
病

児
対

応
型

（
１

）
病

児
対

応
型

①
病

児
の

看
護

を
担

当
す

る
看

護
師

、
准

看
護

師
、

保
健

師
又

は
助

産
師

（
以

①
病

児
の

看
護

を
担

当
す

る
看

護
師

、
准

看
護

師
、

保
健

師
又

は
助

産
師

（
以

下
「

看
護

師
等

」
と

い
う

）
を

１
名

以
下

「
看

護
師

等
」

と
い

う
）

を
１

名
以

上
配

置
す

る
と

と
も

に
、

病
児

が
安

。
。

利
用

児
童

お
お

む
ね

１
０

人
に

つ
き

上
配

置
す

る
と

と
も

に
病

児
が

安
心

し
て

過
ご

せ
る

環
境

を
整

え
る

た
め

に
心

し
て

過
ご

せ
る

環
境

を
整

え
る

た
め

に
、

利
用

定
員

４
人

以
上

の
施

設
に

あ
、

、
保

育
士

を
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
っ

て
は

保
育

士
を

２
名

以
上

、
利

用
定

員
２

名
以

上
の

施
設

に
あ

っ
て

は
保

育
利

用
児

童
お

お
む

ね
３

人
に

つ
き

１
士

を
１

名
以

上
、

配
置

す
る

こ
と

。
④

略
②

本
事

業
の

実
施

場
所

は
、

病
院

・
診

療
所

、
保

育
所

等
に

付
設

さ
れ

た
専

用
、

（
）

（
）

ス
ペ

ー
ス

又
は

本
事

業
の

た
め

の
専

用
施

設
で

あ
っ

て
次

の
ア

～
ウ

の
基

準
を

満
た

し
、

市
町

村
が

適
当

と
認

め
た

も
の

と
す

る
。

（
ア

）
保

育
室

及
び

児
童

の
静

養
又

は
隔

離
の

機
能

を
持

つ
観

察
室

又
は

安
静

室
を

有
す

る
こ

と
。

（
イ

）
調

理
室

を
有

す
る

こ
と

。
な

お
、

病
児

保
育

専
用

の
調

理
室

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
が

、
本

体
施

設
等

の
調

理
室

と
兼

用
し

て
も

差
し

支
え

な
い

こ
と

。
（

ウ
）

事
故

防
止

及
び

衛
生

面
に

配
慮

さ
れ

て
い

る
な

ど
、

児
童

の
養

育
に

適
し

た
場

所
と

す
る

こ
と

。
⑤

略
③

集
団

保
育

が
困

難
で

あ
り

、
か

つ
、

保
護

者
が

家
庭

で
保

育
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
期

間
内

で
対

象
児

童
の

受
け

入
れ

を
行

う
こ

と
。

（
２

）
病

後
児

対
応

型
（

２
）

病
後

児
対

応
型

①
病

後
児

の
看

護
を

担
当

す
る

看
護

師
等

を
①

病
後

児
の

看
護

を
担

当
す

る
看

護
師

等
を

１
名

以
上

配
置

す
る

と
と

も
に

、
利

用
児

童
お

お
む

ね
１

０
人

に
つ

１
名

以
上

配
置

す
る

と
と

も
に

、
病

後
児

が
安

心
し

て
過

ご
せ

る
環

境
を

整
病

後
児

が
安

心
し

て
過

ご
せ

る
環

境
を

整
え

る
た

め
に

、
利

用
定

員
４

人
以

上
き え

る
た

め
に

、
保

育
士

を
名

以
上

配
置

す
の

施
設

に
あ

っ
て

は
保

育
士

を
２

名
以

上
、

利
用

定
員

２
名

以
上

の
施

設
に

あ
利

用
児

童
お

お
む

ね
３

人
に

つ
き

１
る

こ
と

。
っ

て
は

保
育

士
を

１
名

以
上

、
配

置
す

る
こ

と
。

②
略

②
本

事
業

の
実

施
場

所
は

、
病

院
・

診
療

所
、

保
育

所
等

に
付

設
さ

れ
た

専
用

、
（

）
（

）
ス

ペ
ー

ス
又

は
本

事
業

の
た

め
の

専
用

施
設

で
あ

っ
て

次
の

ア
～

ウ
の

基
準

を
満

た
し

、
市

町
村

が
適

当
と

認
め

た
も

の
と

す
る

。
（

ア
）

保
育

室
及

び
児

童
の

静
養

又
は

隔
離

の
機

能
を

持
つ

観
察

室
又

は
安

静
室

を
有

す
る

こ
と

。
（

イ
）

調
理

室
を

有
す

る
こ

と
。

な
お

、
病

後
児

保
育

専
用

の
調

理
室

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
が

、
本

体
施

設
等

の
調

理
室

と
兼

用
し

て
も

差
し

支
え

な
い

こ
と

。
（

ウ
）

事
故

防
止

及
び

衛
生

面
に

配
慮

さ
れ

て
い

る
な

ど
、

児
童

の
養

育
に

適
し

た
場

所
と

す
る

こ
と

。
③

略
③

集
団

保
育

が
困

難
で

あ
り

、
か

つ
、

保
護

者
が

家
庭

で
保

育
を

行
う

こ
と

が
で

き
な

い
期

間
内

で
対

象
児

童
の

受
け

入
れ

を
行

う
こ

と
。

（
３

）
略

（
３

）
体

調
不

良
児

対
応

型
①

体
調

不
良

児
の

看
護

を
担

当
す

る
看

護
師

等
を

１
名

以
上

配
置

す
る

こ
と

。
②

預
か

る
体

調
不

良
児

の
人

数
は

、
看

護
師

等
１

名
に

対
し

て
２

名
程

度
と

す
る

こ
と

。
③

本
事

業
の

実
施

場
所

は
、

保
育

所
の

医
務

室
、

余
裕

ス
ペ

ー
ス

等
で

、
衛

生
面

に
配

慮
さ

れ
て

お
り

、
対

象
児

童
の

安
静

が
確

保
さ

れ
て

い
る

場
所

と
す

る
こ

と
。

④
本

事
業

を
担

当
す

る
看

護
師

等
は

、
実

施
保

育
所

に
お

け
る

児
童

全
体

の
健

康
管

理
・

衛
生

管
理

等
の

保
健

的
な

対
応

を
日

常
的

に
行

う
こ

と
。

⑤
本

事
業

を
担

当
す

る
看

護
師

等
は

、
地

域
の

子
育

て
家

庭
や

妊
産

婦
等

に
対

す
る

相
談

支
援

を
地

域
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

て
定

期
的

に
実

施
す

る
こ

と
。
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６
実

施
方

法
６

実
施

方
法

（
１

）
略

（
１

）
病

児
対

応
型

及
び

病
後

児
対

応
型

に
つ

い
て

は
、

対
象

児
童

を
か

か
り

つ
け

医
に

受
診

さ
せ

た
後

、
保

護
者

と
協

議
の

う
え

、
受

け
入

れ
の

決
定

を
行

う
こ

と
。

（
２

）
医

療
機

関
で

な
い

施
設

が
病

児
対

応
型

を
実

施
す

る
場

合
は

、
保

護
者

が
児

童
（

２
）

医
療

機
関

で
な

い
施

設
が

病
児

対
応

型
を

実
施

す
る

場
合

は
、

保
護

者
が

児
童

の
症

状
、

処
方

内
容

等
を

記
載

し
た

連
絡

票
（

別
紙

様
式

例
。

児
童

を
診

察
し

の
症

状
、

処
方

内
容

等
を

記
載

し
た

連
絡

票
（

別
紙

様
式

例
。

児
童

を
診

察
し

２
３

た
医

師
が

入
院

の
必

要
性

は
な

い
旨

を
署

名
し

た
も

の
）

に
よ

り
、

症
状

を
確

た
医

師
が

入
院

の
必

要
性

は
な

い
旨

を
署

名
し

た
も

の
）

に
よ

り
、

症
状

を
確

。
。

認
し

、
受

け
入

れ
の

決
定

を
行

う
こ

と
。

認
し

、
受

け
入

れ
の

決
定

を
行

う
こ

と
。

（
３

）
略

（
３

）
保

育
所

に
登

所
す

る
前

か
ら

の
体

調
不

良
児

に
つ

い
て

は
、

体
調

不
良

児
対

応
型

の
事

業
を

実
施

す
る

保
育

所
を

利
用

す
る

も
の

で
な

く
、

地
域

の
病

児
対

応
型 、

又
は

病
後

児
対

応
型

の
事

業
を

実
施

す
る

施
設

を
優

先
的

に
利

用
す

る
こ

と
と

し
児

童
の

症
状

に
応

じ
た

適
切

な
利

用
が

行
わ

れ
る

よ
う

、
地

域
に

お
け

る
連

携
体

制
の

確
保

に
努

め
る

こ
と

。

７
（

略
）

７
留

意
事

項
（

１
）

医
療

機
関

と
の

連
携

等
、

（
「

」
①

市
町

村
長

は
都

道
府

県
医

師
会

・
郡

市
医

師
会

等
以

下
地

方
医

師
会

と
い

う
）

に
対

し
、

本
事

業
へ

の
協

力
要

請
を

行
う

と
と

も
に

、
実

施
施

設
。

に
対

し
医

療
機

関
と

の
連

携
体

制
を

十
分

に
整

え
る

よ
う

指
導

す
る

こ
と

。
②

本
事

業
を

実
施

す
る

施
設

は
、

緊
急

時
に

児
童

を
受

け
入

れ
て

も
ら

う
た

め
の

医
療

機
関

（
以

下
「

協
力

医
療

機
関

」
と

い
う

）
を

あ
ら

か
じ

め
選

定
し

、
。

事
業

運
営

へ
の

理
解

を
求

め
る

と
と

も
に

、
協

力
関

係
を

構
築

す
る

こ
と

。
③

医
療

機
関

で
な

い
施

設
が

病
児

対
応

型
を

実
施

す
る

場
合

は
、

児
童

の
病

態
の

変
化

に
的

確
に

対
応

し
、

感
染

の
防

止
を

徹
底

す
る

た
め

、
日

常
の

医
療

面
で

の
指

導
、

助
言

を
行

う
医

師
（

以
下

「
指

導
医

」
と

い
う

）
を

あ
ら

か
じ

。
め

選
定

す
る

こ
と

。
④

病
児

対
応

型
を

実
施

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

指
導

医
又

は
協

力
医

療
機

関
（

併
設

す
る

医
療

機
関

の
医

師
を

含
む

）
と

の
関

係
に

お
い

て
、

緊
急

時
の

。
対

応
に

つ
い

て
あ

ら
か

じ
め

文
書

に
よ

り
取

り
決

め
を

行
う

こ
と

。
⑤

本
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
指

導
医

・
嘱

託
医

と
相

談
の

う
え

、
一

定
の

目
安

（
対

応
可

能
な

症
例

、
開

所
時

間
等

）
を

作
成

す
る

と
と

も
に

、
保

護
者

に
対

し
て

周
知

し
、

理
解

を
得

る
こ

と
。

（
２

）
感

染
の

防
止

①
体

温
の

管
理

等
そ

の
他

健
康

状
態

を
適

切
に

把
握

す
る

と
と

も
に

、
複

数
の

児
童

を
受

け
入

れ
る

場
合

は
、

他
児

へ
の

感
染

に
配

慮
す

る
こ

と
。

②
手

洗
い

等
の

設
備

を
設

置
し

、
衛

生
面

へ
の

十
分

な
配

慮
を

施
す

こ
と

で
、

他
児

及
び

職
員

へ
の

感
染

を
防

止
す

る
こ

と
。

③
体

調
不

良
児

対
応

型
を

実
施

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

他
の

健
康

な
児

童
が

感
染

し
な

い
よ

う
、

事
業

実
施

場
所

と
保

育
室

・
遊

戯
室

等
の

間
に

間
仕

切
り

等
を

設
け

る
こ

と
で

、
職

員
及

び
他

児
の

往
来

を
制

限
す

る
こ

と
。

、
、

④
児

童
の

受
け

入
れ

に
際

し
て

は
予

防
接

種
の

状
況

を
確

認
す

る
と

と
も

に
必

要
に

応
じ

て
予

防
接

種
す

る
よ

う
助

言
す

る
こ

と
。

８
（

略
）

８
事

業
の

実
施

手
続

（
１

）
市

町
村

の
長

（
指

定
都

市
及

び
中

核
市

の
市

長
を

除
く

）
及

び
特

別
区

の
長

。
は

、
毎

年
度

、
事

業
を

実
施

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
実

施
保

育
所

等
に

つ
い

て
都

道
府

県
知

事
に

十
分

協
議

す
る

こ
と

。
（

２
）

こ
の

実
施

要
綱

の
要

件
に

適
合

す
る

保
育

所
等

で
あ

る
旨

の
必

要
な

書
類

を
整

備
し

て
お

く
こ

と
。
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９
（

略
）

９
費

用
（

１
）

国
は

次
の

事
業

に
対

し
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

と
す

る
。

①
市

町
村

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
に

対
し

て
都

道
府

県
が

補
助

す
る

事
業

②
指

定
都

市
及

び
中

核
市

が
実

施
す

る
事

業
又

は
助

成
す

る
事

業
（

２
）

本
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

経
費

の
一

部
を

保
護

者
負

担
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

１
０

経
過

措
置

（
１

）
病

児
対

応
型

及
び

病
後

児
対

応
型

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
従

前
の

職
員

配
置

に
よ

り
実

施
し

て
差

し
支

え
な

い
も

の
と

す
る

。
（

２
）

従
来

の
派

遣
型

一
時

保
育

及
び

施
設

型
（

Ｃ
型

）
の

実
施

施
設

に
つ

い
て

は
、

当
分

の
間

、
従

前
の

例
に

よ
り

実
施

し
て

差
し

支
え

な
い

も
の

と
す

る
。
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改
正

後
改

正
前

４
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
３

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

①
病

児
対

応
型

に
必

要
な

経
費

①
病

児
対

応
型

に
必

要
な

経
費

（
年

間
延

べ
利

用
児

童
数

に
よ

り
区

分
さ

ア
４

人
定

員
れ

る
次

に
定

め
る

額
と

す
る

）
１

か
所

当
た

り
年

額
円

8,
48

0,
00

0
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
の

施
設

6
１

か
所

当
た

り
年

額
に

あ
っ

て
は

、
円

）
4,

24
0,

00
0

円
イ

２
人

定
員

2,
00

0,
00

0
（

人
以

上
人

未
満

）
１

か
所

当
た

り
年

額
円

50
20

0
6,

03
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
施

施
6

円
に

あ
っ

て
は

、
円

）
4,

80
0,

00
0

3,
01

0,
00

0
（

人
以

上
人

未
満

）
20

0
40

0

円
7,

00
0,

00
0 （

人
以

上
人

未
満

）
40

0
60

0

円
9,

20
0,

00
0 （

人
以

上
人

未
満

）
60

0
80

0

円
11

,2
00

,0
00 （

人
以

上
人

未
満

）
80

0
1,

00
0

円
13

,2
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
00

0
1,

20
0

円
15

,2
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
20

0
1,

40
0

円
17

,2
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
40

0
1,

60
0

円
19

,2
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
60

0
1,

80
0

円
21

,2
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
80

0
2,

00
0

円
（

人
以

上
）

23
,2

00
,0

00
2,

00
0

②
病

後
児

対
応

型
②

病
後

児
対

応
型

（
年

間
延

べ
利

用
児

童
数

に
よ

り
区

分
さ

ア
４

人
定

員
れ

る
次

に
定

め
る

額
と

す
る

）
１

か
所

当
た

り
年

額
円

6,
79

0,
00

0
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
の

施
施

6
に

あ
っ

て
は

、
円

）
3,

39
0,

00
0
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改
正

後
改

正
前

１
か

所
当

た
り

年
額

イ
２

人
定

員
円

１
か

所
当

た
り

年
額

円
1,

75
0,

00
0

4,
63

0,
00

0
（

人
以

上
人

未
満

）
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
の

50
20

0
6

施
施

に
あ

っ
て

は
、

円
）

2,
31

0,
00

0
円

4,
20

0,
00

0 （
人

以
上

人
未

満
）

20
0

40
0

円
6,

20
0,

00
0 （

人
以

上
人

未
満

）
40

0
60

0

円
8,

20
0,

00
0 （

人
以

上
人

未
満

）
60

0
80

0

円
10

,0
00

,0
00 （

人
以

上
人

未
満

）
80

0
1,

00
0

円
11

,8
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
00

0
1,

20
0

円
13

,6
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
20

0
1,

40
0

円
15

,4
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
40

0
1,

60
0

円
17

,2
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
60

0
1,

80
0

円
19

,0
00

,0
00

（
人

以
上

人
未

満
）

1,
80

0
2,

00
0

円
（

人
以

上
）

20
,8

00
,0

00
2,

00
0

③
低

所
得

者
減

免
分

加
算

（
①

及
び

②
に

係
る

も
の

）
ア

生
活

保
護

法
に

よ
る

被
保

護
者

世
帯

円
×

年
間

延
利

用
人

員
5,

00
0

イ
市

区
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

円
×

年
間

延
利

用
人

員
2,

50
0
（

千
円

未
満

切
り

捨
て

）
）
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改
正

後
改

正
前

④
体

調
不

良
児

対
応

型
③

体
調

不
良

児
対

応
型

１
か

所
当

た
り

年
額

円
１

か
所

当
た

り
年

額
円

4,
41

0,
00

0
4,

41
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
の

6
6

施
施

に
あ

っ
て

は
、

円
）

施
施

に
あ

っ
て

は
、

円
）

2,
20

0,
00

0
2,

20
0,

00
0

④
経

過
措

置
分

ア
病

児
対

応
型

ａ
４

人
定

員
（

旧
Ａ

型
病

児
加

算
）

１
か

所
当

た
り

年
額

円
6,

00
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
6

施
施

に
あ

っ
て

は
、

円
）

3,
00

0,
00

0
ｂ

２
人

定
員

（
旧

Ｂ
型

病
児

加
算

）
１

か
所

当
た

り
年

額
円

4,
00

0,
00

0
イ

病
後

児
対

応
型

ａ
４

人
定

員
（

旧
Ａ

型
）

１
か

所
当

た
り

年
額

円
5,

00
0,

00
0

（
た

だ
し

、
事

業
期

間
が

か
月

未
満

の
6

施
施

に
あ

っ
て

は
、

円
）

2,
50

0,
00

0
ｂ

２
人

定
員

（
旧

Ｂ
型

）
１

か
所

当
た

り
年

額
円

3,
50

0,
00

0
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
の

6
施

施
に

あ
っ

て
は

、
円

）
1,

75
0,

00
0

ウ
施

設
型

（
旧

Ｃ
型

）
１

か
所

当
た

り
年

額
円

1,
00

0,
00

0
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
の

6
施

施
に

あ
っ

て
は

、
円

）
50

0,
00

0
エ

派
遣

型
一

時
保

育
１

か
所

当
た

り
年

額
円

1,
00

0,
00

0
（

た
だ

し
、

事
業

期
間

が
か

月
未

満
の

6
施

施
に

あ
っ

て
は

、
円

）
50

0,
00

0
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